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オープンイノベーション促進税制 新規出資型 継続申請クイックガイド

１．本クイックガイドについて
 スタートアップとの協業を継続している出資案件に関する継続申請の⽅法を簡易的に取りまとめた

ものとなります。本ガイドは、前事業年度以前に新規出資型の適⽤を受けた出資案件に対して
⼀律で参照いただけるガイドです。

 なお、特別勘定の取崩し要件に該当する場合には、申請ガイドラインを参照いただくとともに、事前
に経済産業省までご相談ください。

２．継続申請⼿続きの全体像
 出資企業による、gBizフォームへの⼊⼒と別表の提出により、申請⼿続きが完了します。

①⼿続き時期 ︓事業年度末⽇の60⽇前〜30⽇後
②事前相談要否 ︓任意（取崩し事由に該当する場合は必須）
③申請⽅法 ︓gBizFORM
④スタートアップのgBiz対応 ︓不要
⑤添付書類 ︓別表
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オープンイノベーション促進税制 新規出資型 継続申請クイックガイド

３．事前準備
①別表の作成（補⾜説明①、②もご参照）
＜STEP１＞︓前事業年度に経済産業省より発⾏された証明書（別表）を⼿元に⽤意
＜STEP２＞︓前事業年度の証明書（別表）に記載された事項を別表様式へ転記
＊別表様式は出資年度ごとに定められているため、出資年度に対応する別表様式を使⽤ください。

＜STEP３＞︓申請事業年度における特別勘定の残⾼を別表様式の右端記⼊欄「特別勘定取崩
し額及び残⾼（円）」へ記載

②gBizフォーム⼊⼒へ向けた準備
 gBizフォームへの⼊⼒に当たり、協業の進捗状況を整理
 実際の⼊⼒フォームについては、 「G ビズフォームポータルサイト オープンイノベーション促進税制

（新規出資型）申請利⽤者ガイド」もご参照ください。
＊利⽤者マニュアルリンク先︓https://form.gbiz.go.jp/list-document/ （gBizFORMポータルサイトへ遷移します）
＊⼊⼒する事項は制度HPへ掲載している案件進捗スライドと同等の内容となりますので、必要に応じて案件進捗スライドを活⽤し

てご準備ください。なお、協業の進捗状況はフォームへの⼊⼒内容を基に確認するため、案件進捗スライドの提出は不要です。
＊同⼀の出資先に対して複数回制度を適⽤されている場合には、新規申請時に記載したそれぞれの出資⽬的に対応する協業の

進捗状況を記載してください。

４．申請
 gBizフォームへ必要事項を記⼊の上、別表を添付して申請ください。



使⽤する
別表
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事前準備に係る補⾜説明①︓使⽤する別表様式について

出資年度

出資先企業

gBiz申請時
の添付資料

1 XXX A社 XXX XXX
2 XXX B社 XXX XXX
3
4
5

1 XXX C社 XXX XXX
2
3
4
5

４．特別新事業開拓
事業者(出資先)への

出資年⽉⽇

１．経済産業⼤⾂証
明申請年⽉⽇取得年度

2020年度

2021年度

⼩計

番号 ２．特別新事業開拓事業者(出資先)
の名称

３．特別新事業開拓
事業者(出資先)の設

⽴年⽉⽇

A社〜C社への出資に係る各継続申請に上記の別表（2020年
４⽉１⽇から2022年３⽉31⽇までの出資）を添付

 別表の様式は出資年度ごとに定められているため、出資年度に対応する別表様式を使⽤ください。

＜例︓2020年度〜2022年度、2024年度にかけて制度を活⽤し、2025年度に継続証明申請を⾏う企業における申請例＞

D社への出資に係る継続申請に上記の別表（2024年４⽉１⽇から
2026年３⽉31⽇までの出資）を添付※

別表（2020年４⽉１⽇から2022年３⽉31⽇までの出資） 別表（2024年４⽉１⽇から2026年３⽉31⽇までの出資）

A社・B社 C社 D社

2020年度
（継続）

2021年度
（継続）

2024年度
（継続）

※上記のケースで2025年度に新規証明申請も⾏う場合、継続証明申請の際には上記の別
表を添付し、新規証明申請には上記の別表に2025年度の明細を追加した別表を添付

1 XXX D社 XXX XXX
2
3
4
5

1 XXX E社 XXX XXX
2
3
4
5

2024年度

⼩計

2025年度

４．特別新事業開拓事業
者の株式取得年⽉⽇番号 取得年度

１．国内外における経営資
源活⽤の共同化に関する調
査に関する省令第４条第１
項の規定に基づく経済産業

⼤⾂証明申請年⽉⽇

２．特別新事業開拓事業者の名
称

３．特別新事業開拓
事業者の設⽴年⽉⽇



申請者

経営資源活用共
同化推進事業者
（中小企業者を

除く）

経営資源活用共
同化推進事業者
のうち中小企業
者に該当する者

経営資源活用共
同化推進事業者

出資先

国内に本店又は
主たる事務所を
有する特別新事
業開拓事業者

国内に本店又は
主たる事務所を
有する特別新事
業開拓事業者

外国に本店又は
主たる事務所を
有する特別新事
業開拓事業者

必要出資額 １億円以上 1,000万円以上 ５億円以上
特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

特別勘定
取崩し額

特別勘定
残高

1

2

3

4

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(注）13における特別勘定取崩し額は、以下の特別勘定取崩し額の合計とする。

①株式数
①の減少による特別勘定取崩し額

（円）
②期末税務簿価

（円）

②の減少による特
別勘定取崩し額

（円）

③利益剰余金から
の配当金額

（円）

③による特別勘定
取崩し額
（円）

④資本剰余金からの
配当金額
（円）

④による特別勘定
取崩し額
（円）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

①株式数
①の減少による特別勘定取崩し額

（円）
②期末税務簿価

（円）

②の減少による特
別勘定取崩し額

（円）

③利益剰余金から
の配当金額

（円）

③による特別勘定
取崩し額
（円）

④資本剰余金からの
配当金額
（円）

④による特別勘定
取崩し額
（円）

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

４．特別新事業開
拓事業者(出資先)
への出資年月日

８．出資によって取得
した特定株式数

(組合等による出資の場
合は当該組合等で取得
した特定株式数に出資
割合を乗じた数を記載

すること。）

2021年度

2022年度

１．経済産業大臣
証明申請年月日

2020年度

小計

2021年度

番号 取得年度

2020年度

小計

2021年度

小計

合計

取得年度

2020年度

2021年度

小計

番号
２．特別新事業開拓事業者(出資

先)の名称

３．特別新事業開
拓事業者(出資先)

の設立年月日

６．出資金額
（円）

（投資事業有限責
任組合や民法組合
(以下「組合等」)
による出資の場合
は、当該組合等の
出資額に出資割合
を乗じた額を記載

すること)

11. 経済産業大臣証
明日

５．取得する特別
新事業開拓事業者
(出資先)の株式の

種類

７．出資によって取得
した特定株式の価額

（円）

(組合等による出資の場
合は当該組合等で取得
した特定株式価額に持
分を乗じた金額を記載

すること。

(投資１案件の上限は
100億円、年間は500億

円）

９．特別勘定計上額
(円)

(７．の特定株式の取得
価額の25％以下の金額
を計上すること。)

(所得控除額：投資１案
件の上限は25億円、年
間の上限は125億円)

10．経営資源活用共同化推進事業者(申請者)と特別新事業開拓
事業者(出資先)の区分

12. 経済産業大臣証
明交付時の文書番号

13. 特別勘定取崩し額及び残高（円）（注）

2020年度 2022年度 2023年度 2024年度

2026年度
（５年間保有が満了した
場合は、取り崩し額に

「－」と記載の上、特別
勘定残高を０とするこ

と）

2021年度

2025年度
（５年間保有が満了した
場合は、取り崩し額に

「－」と記載の上、特別
勘定残高を０とするこ

と）
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事前準備に係る補⾜説明②︓別表作成要領
 特別勘定の取崩し要件に該当しない場合、別表の記載⽅法は下記のとおりです。

＜STEP１＞︓前事業年度に経済産業省より発⾏された証明書（別表）を⼿元に⽤意
＜STEP２＞︓前事業年度の証明書（別表）に記載された事項を転記
＜STEP３＞︓申請事業年度における特別勘定の残⾼を別表様式の右端記⼊欄「特別勘定取崩し額及び残⾼

（円）」へ記載

 前事業年度の証明書
（別表）に記載された事
項を転記してください。

 前事業年度までの残⾼を前事業年度の
証明書（別表）から転記してください。

 申請事業年度における特別勘定の残⾼
を追記してください。（取崩しがなければ
前事業年度と同額となります）


